
            資料２－１  

 ＤＶ対策推進関係 

１  配偶者暴力（ＤＶ）に関する状況 

 ⑴ 札幌市相談機関への相談件数 

相談機関 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

配偶者暴力相談支援センター 1,531 1,464 1,368 1,268 1,159 

各区母子婦人相談員 886 1,499 1,408 1,519 1,663 

合     計 2,417 2,963 2,776 2,787 2,822 

⑵ 証明発行件数 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

総数 213 224 270 257 250 265 286 466 428 438 499 

住民基本台帳 129 157 169 184 188 200 214 259 301 324 331 

健康保険 9 12 14 11 11 11 13 15 11 10 20 

年金 36 26 32 24 16 20 17 14 16 16 22 

その他 35 26 54 38 34 33 42 178 99 87 122 

保護命令 4 3 1 0 1 1 0 0 1 1 4 

 

２  研修 

⑴ 相談員研修（Ｈ21年度から） 

  相談員の精神的ケアと資質向上のため開催。令和５年度は５回実施。 

    第１回「ＤＶ・ストーカー被害者保護対策の現状」 

    第２回「性暴力被害者支援センター北海道SACRACH（さくらこ）における 

性暴力被害者支援」 

    第３回「支援者のメンタルヘルス」 

    第４回「児童相談所って何をしているところ？」 

第５回「離婚に向けての司法手続」 

⑵ ＤＶ未然防止啓発（「デートＤＶ防止講座」の実施・21年度に試行的に実施） 

  若年層へのＤＶの未然防止・人権教育のための講座。市内中学、高校、高等支援、

短大、専門学校、大学の学生を対象に開催している。 

項目 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

実施回数 33 回 27 回 31 回 43 回 41 回 

受講人数 6,758 人 4,755 人 5,892 人 7,494 人 6,795 人 

3 広報啓発（令和５年度） 

  ＜11 月 12 日～25 日「女性に対する暴力をなくす運動」期間＞ 

 ・JR タワー札幌ピラービジョン・地下鉄大通駅スノービジョン広告放映（11/13～11/19） 

・さっぽろテレビ塔・札幌市時計台パープルライトアップ（11/12）など 

 

４ 令和６年度の取組 

  DV と認識していないもしくは相談窓口を知らない被害者を想定した啓発活動を行う。 


